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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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介
護
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廃
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し
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出
が
あ
っ

た
の
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、
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四
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第
四
項
に
お
い
て
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の
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に
よ
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も
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と
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れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
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す
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律

(

平
成
六
年
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三
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四
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項
に
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て
そ

の
例
に
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も
の
と
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れ
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保
護
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(

昭
和
二
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五
年
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十
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生
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保
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と
い
う
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五
十
四
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の
二
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四
項
に
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い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
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第
二
号
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定
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ー
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業
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ら
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、
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に
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法
律
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平
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十
七
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法
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第
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型

ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
夢
の

森

五
所
川
原
市
金
木

町
�
野
二
〇
〇
の

一
二
二

〃



( )

百
二
十
三
号)

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弘
前
広
域
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す

る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
八
年
一
月
十
三
日

午
前
十
一
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

弘
前
市
役
所

二
階
第
一
会
議
室

弘
前
市
大
字
上
白
銀
町
一
の
一

三

案
件

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画

変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
弘
前
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先
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地

廃

止
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日

有
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修

清

北
津
軽
郡
中
泊
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大
字
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里
字
宝
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二
九
一
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三
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域
移
行

支
援

夢
の
森
相
談

支
援
セ
ン

タ
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五
所
川
原
市
金
木

町
�
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二
〇
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一
二
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平
成

��

･

��･

��

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

地
域
定
着

支
援

夢
の
森
相
談

支
援
セ
ン

タ
ー

五
所
川
原
市
金
木

町
�
野
二
〇
〇
の

一
二
二

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

就
労
移
行

支
援

夢
の
森
ラ
ッ

キ
ー

五
所
川
原
市
金
木

町
�
野
二
〇
〇
の

二
二
〇

平
成

��

･

��･

�

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

夢
の
森
ラ
ッ

キ
ー

五
所
川
原
市
金
木

町
�
野
二
〇
〇
の

二
二
〇

〃



( )

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

弘
前
市
都
市
環
境
部
都
市
政
策
課

弘
前
市
大
字
上
白
銀
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

弘
前
市
都
市
環
境
部
都
市
政
策
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
20号
紺
屋
町
野
田
線
を
以
下
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

３
・
４
・
20
紺
屋
町
野
田
線

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
弘
前
市
大
字
和
徳

町
弘
前
市
大
字
亀

甲
町

約
1,980ｍ

地
表
式

２
車
線

16ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差６
箇
所

車
線
数
の
内
訳

４
車
線

約
280ｍ

２
車
線

約
1,700ｍ



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

津
軽
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨
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役
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氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

�
西

勝
久

つ
が
る
市
木
造
豊
田
千
刈
九
七
の
三
六

平
成
��

･

��･

��

�
�

�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
�
"
#
�
�
$
%

�
&
'
(
�
)
*
�
�
+
�
%
�
,
�
-
�

�

.
/
�
�
0
�
�
1
�
�
2
�

�

3
4
5
6
7
�
8
9
�
�
:
�
;
�

��

�
�
�
�
<
�

=
�
>
�

?
�
@
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
A �
�

���
&
'
�
B
C
D
E
F
�
G
H
�


